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景観再生事業を実施しました

県庁のホームページで取組を紹介しています。
ぜひご覧下さい！

大分 県内の景観・まちづくり

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17510/kennainokeikan.html

県内では、様々な

景観・まちづくりに関する
取組を行っています。

県内全ての市町村が景観行政団体になります

令和2年3月31日に玖珠町が景観行政団体になることに伴い、
大分県の全ての市町村が景観行政団体となります！

また、令和2年度から佐伯市と姫島村が景観計画の運用を開始するため、
県内の景観計画策定済みの市町村は14市村となります。

検索

自然環境に恵まれた県内には、眺望を楽しむことのできる展望スポットがたくさんあります。
一方で、年月が経ち、日常の管理ではその眺望を維持できなくなっている場所も多く見受けられます。

そこで県では、眺望を妨げている樹木等を伐採し、本来の美しい景観を取り戻す事業を市町村と協
働で取り組んでいます。

ぜひ絶景を求めて、各地へ足を運んでみてください♪

【令和元年度事業実施箇所】（8市町16箇所で実施）

◎この事業は森林環境税を活用しています

↑国東市 大分空港展望公園

↑玖珠町 鹿倉の景

↑豊後大野市 江内戸の景


